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USPTOがコンピュータ関連発明の抽象的概念に関する 

特許適格性を判断するための Examplesを公開 

 

 

                            ２０１５年０２月２３日 
 

 

 

１. はじめに 

2014 年 12 月 16 日付で暫定的な審査手引の改訂版（2014 Interim Guidance on Patent 

Subject Matter Eligibility）が官報で公示され、2014年 12月 16日以降の審査に既に適用さ

れています。改訂後の暫定的な審査手引は、MPEP § 2106（9th Edition）、March 2014 

Mayo/Myriad guidance、及び June 2014 Alice Guidanceに取って代わるものとなります。 

 

上記の暫定的な審査手引には、Myriad/Mayo を引用する新たな例が複数引用されています。

Alice 事件に関する例についても、追ってウェブサイト上に追加される予定でした。但し、

Ultramercial 事件や DDR Holdings 事件の最近の判決を暫定的な審査手引に組み込むことに起

因する多少の遅延が生じることも予告されていました。 

 

2015 年 1 月 27 日に、USPTO は、コンピュータ関連発明に関し、特許可能な発明主題の

Examples（Examples: Abstract Ideas）を公開しました。これにより、USPTOが全ての重要

な分野において特許可能な発明主題をどのように解釈するかがより明瞭になります。以下に、

USPTO により示されたコンピュータ関連の特許可能な発明主題に関する複数の Examples に

ついて説明します。 
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